
神奈川県監査委員公表第14号

監査の結果に関する報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第２項の規定に基づく監査を実

施したので、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

平成23年７月29日

神奈川県監査委員 真 島 審 一

同 髙 岡 香

同 長 峯 徳 積

同 堀 江 則 之

同 飯 田 誠

１ 平成22年度の財務に関する事務の執行及び事務、事業の執行について監査を行った

なお、必要に応じて前回監査実施後の平成21年度の財務に関する事務の執行及び事務、

事業の執行についても監査の対象とした。

(１) 指導事項及び要望事項が認められた監査実施箇所

監査実施箇所名及 監 査 実 施 所掌事務の概要 監査の結果

び所管区域 日

神奈川県高津県税 平成 23 年 県税に係る賦課徴収に （指導事項）

事務所 ２月 21 日 関する事務を行ってい 物品管理事務において、

（平成 23 る。 寄 付 物 品 の 受 入 れ に 当 た

所管区域：川崎市 年 １ 月 ５ り、取得手続を行っていな

中原区、高津区及 日 職 員 調 かった。

び宮前区 査）

なお、ゴルフ場

利用税及び軽油引

取税については横

浜市鶴見区、神奈

川区、港北区、緑

区、青葉区及び都

筑区並びに川崎市

全域を、自動車税

及び自動車取得税

に係る滞納整理に

ついては東京都の

うち世田谷区等、

神奈川県県税条例

施行規則で定める

区域を所管区域と



している。

神奈川県立青少年 平成 23 年 青少年の健全育成と県 （指導事項）

センター ２ 月 ８ 日 民の教養の向上に資す 契約事務において、清掃

（平成 22 るための総合施設とし 業務委託ほか６件の委託業

年 12 月９ て、青少年支援・科学 務の執行に当たり、契約書

日及び 10 ・舞台芸術に関する事 に定められた業務責任者及

日 職 員 調 業を行っている。 び作業者名簿を徴していな

査） かった。

神奈川県西部漁港 平成 23 年 県営小田原漁港の修築 （指導事項）

事務所 ２ 月 ２ 日 ・整備事業、同港海岸 収入事務において、漁港

（平成 23 の保全事業の施行並び 区域公共空地占用料の調定

所管区域：藤沢市 年１月 11 に同港の施設及び海岸 に３月を超えて遅れている

以西の漁港区域及 日及び 12 保全区域の維持管理・ ものがあった。

び海岸保全区域 日 職 員 調 許認可事務を行ってい

査） るほか、国有財産法に

基づく 10 港の漁港区

域内の国有財産管理事

務を行っている。

神奈川県立農業技 平成 23 年 農業後継者の育成を目 （指導事項）

術センターかなが ２ 月 ４ 日 的として、農業の経営 次のとおり誤りがあり、

わ農業アカデミー （平成 22 管理上必要な知識及び 事務処理が著しく不適切で

年 12 月 13 技術を習得させるため あった。

日 職 員 調 の 各 種 研 修 教 育 の ほ １ 予算の執行において、

査） か、学生の就農や農業 薬剤等の購入に係る支出

への新たな参入を促進 負担行為を履行確認後に

するため、就農相談活 行 っ て い る も の が あ っ

動を行っている。 た。

２ 支出事務において、

消耗品の購入に履行確

認後３月を超えて支払

っているものがあった。

神奈川県茅ケ崎保 平成 23 年 県民の保健・福祉の向 （指導事項）

健福祉事務所 ３月 16 日 上及び増進を図るため 予算の執行において、民

（平成 23 の事業を行っている。 生委員児童委員活動費等負

所 管 区 域 ： 藤 沢 年 １ 月 ５ 担金の支出に当たり、所属

市、茅ケ崎市及び 日 及 び ６ 全体の支出計画額について

寒川町 日 職 員 調 必要な額の追加要求など所

査） 要の措置を講じていなかっ

たため、交付基準により第

３四半期に支出すべきとこ

ろを第４四半期に入って支



払っていた。

神奈川県立衛生看 平成 23 年 助産師、看護師又は准 （指導事項）

護専門学校 ５月 16 日 看護師を志望する者に 次のとおり誤りがあり、

（平成 23 対し必要な教育を行っ 事務処理が著しく不適切で

年１月 21 ている。 あった。

日 職 員 調 １ 予算の執行において、

査） 工事請負費の契約締結を

支出負担行為前に行って

いた。

２ 収入事務において、口

座振替による授業料収入

の納付期限が定められて

いなかった。

神奈川県小田原児 平成 23 年 児童福祉に関する諸問 （指導事項）

童相談所 １月 26 日 題について、家庭等か 収入事務において、次の

（平成 22 らの相談に応じ、指導、 とおり誤りがあり､事務処

所管区域：小田原 年 12 月 13 治療及び施設等への入 理 が 著 し く 不 適 切 で あ っ

市、南足柄市、中 日 職 員 調 所手続を行っている。 た。

井町、大井町、松 査） １ 児童保護措置費自己負

田町、山北町、開 担金等の調定に当たり、

成町、箱根町、真 納付期限が、神奈川県財

鶴町及び湯河原町 務規則に定められた期限

内に設定されていないも

のがあった。

２ 督 促 状 の 発 行 に 当 た

り、発行事務が神奈川県

財務規則に定められた期

限内に行われていないも

のがあった。また、督促

状の指定期限が、同規則

の規定どおりに設定され

ていないものがあった。

神 奈 川 県 立 中 里 平成 23 年 児童相談所からの措置 （指導事項）

学園 ３月 15 日 により、保護者のいな 支出事務において、契約

（平成 23 い児童、環境上養護を 書に定められた対価の支払

年１月 18 要する児童等を入園さ の期限や、政府契約の支払

日 職 員 調 せ、その養育及び自立 遅延防止等に関する法律に

査） 支援を行っている。ま 定められた対価の支払の期

た、乳児院を併設し、 限を超えて支払っているも

措置を要する乳幼児を のがあった。

入園させ、その養育を

行っている。

神奈川県立ひばり 平成 23 年 知的障害児者を入園さ （指導事項）



が丘学園 ４ 月 ８ 日 せて保護し、自立に必 収入事務において、知的

（平成 23 要な指導及び訓練を行 障害者支援費に係る入所者

年１月 17 っている。 負担金の収入に当たり、神

日 職 員 調 奈川県財務規則に定める督

査） 促 状 を 発 行 し て い な か っ

た。

神奈川県立産業技 平成 23 年 民間と公共が連携し、 （指導事項）

術短期大学校人材 ２ 月 ８ 日 社会全体で職業能力開 契約事務において、委託

育成支援センター （平成 22 発を推進する中核施設 訓練の契約に当たり、契約

年 12 月 10 としての業務を行って 締結時に支出負担行為を行

日 職 員 調 いる。 っていないものや、契約を

査） 締結しないまま受講生の募

集を行っているものがあっ

た。また、最少実施人数に

満たない場合に、委託訓練

を中止する旨、契約上明確

に規定せずに訓練を中止し

ていた。

神奈川県厚木土木 平成 23 年 道路、河川、砂防等の （指導事項）

事務所東部センタ １月 27 日 土木施設の維持、改良 次のとおり誤りがあり、

ー （平成 22 工事等の土木事業を実 事務処理が著しく不適切で

年 12 月９ 施しているほか、道路 あった。

所 管 区 域 ： 大 和 日 、 10 日 法、河川法、建築基準 １ 収入事務において、財

市、海老名市、座 及び 13 日 法、都市計画法等に基 団法人神奈川県都市整備

間市及び綾瀬市 職員調査） づく許認可事務等を行 技術センターに対する執

っている。 務スペースの賃貸に当た

り、光熱水費等の収入調

定を行っていなかった。

２ 財 産 管 理 事 務 に お い

て、財団法人神奈川県都

市整備技術センターとの

賃貸借契約の締結が遅れ

ていた。

神奈川県松田土木 平成 23 年 道路、河川、砂防等の （指導事項）

事務所 ２月 25 日 土木施設の維持、改良 次のとおり誤りがあり、

（平成 23 工事等の土木事業を実 事務処理が著しく不適切で

所管区域：南足柄 年 １ 月 ５ 施しているほか、道路 あった。

市、中井町、大井 日 か ら ７ 法、河川法、建築基準 １ 収入事務において、神

町、松田町、山北 日 ま で 職 法、都市計画法等に基 奈川県財務規則に定める

町及び開成町 員調査） づく許認可事務等を行 督促状を発行していない

っている。 ものがあった。また、督

促状の発行に当たり、発



行が遅れているもの及び

指定期限を誤って定めて

いるものがあった。

２ 契約事務において、検

査日に合わせて委託完成

届を提出させるなど、不

適切な処理が行われてい

るものがあった。

３ 庶務事務において、非

常勤職員の通勤手当の支

給に当たり、非常勤職員

の雇用等に関する要綱に

定められた方法によらず

に支給しているものがあ

り、支給月及び支給額に

誤りがあった。

神奈川県横浜川崎 平成 23 年 河川、急傾斜地、公園 （指導事項）

治水事務所 ２月 21 日 等における土木施設の 次のとおり、事務処理が

（平成 22 維持管理、新設及び改 著しく不適切であった。

所管区域：横浜市 年 12 月 16 良工事等の土木事業を １ 支出事務において、次

日及び 17 実施し、並びにそれら のとおり誤りがあった。

日 職 員 調 に係る許認可事務を行 (1) 政府契約の支払遅延

査） っている。 防止等に関する法律に

定める対価の支払の時

期を超えて支払ってい

るものがあった。

(2) 電話回線工事２件の

執行に当たり、見積書

を徴しておらず、また、

支出負担行為として整

理する時期も不適切で

あった。

(3) 自動車等借上料など

９件に履行確認後３月

を超えて支払っている

ものがあった。

２ 契約事務において、平

成 22 年２月２日付け会

指第 82 号会計局長通知

に反して、物品購入契約

を締結しているものがあ

った。また、これらのう

ち住宅地図等の購入につ

いて、見積合せを実施す

べきところ一者からのみ

見積書を徴して随意契約



を締結していた。

３ 県立公園の指定管理に

関する協定書に基づき指

定管理者に貸し付けてい

る庁用自動車について、

神奈川県庁用自動車等運

営管理要綱などで定めら

れた庁舎管理課長への報

告等が行われなかったた

め、県職員が運転するこ

と の な い 自 動 車 に 対 し

て、県費で任意保険が付

保され不要な保険料が支

払われていた。

神奈川県横浜川崎 平成 23 年 河川、急傾斜地、公園 （指導事項）

治水事務所川崎治 ２月 21 日 等における土木施設の 支出事務において、遊水

水センター （平成 22 維持管理、新設及び改 地等維持管理工事維持管理

年 12 月 20 良工事等の土木事業を 業務委託に係る完了報告に

所管区域：川崎市 日及び 21 実施し、並びにそれら 当たり、施工月が違う業務

日 職 員 調 に係る許認可事務を行 報告書に同一写真が複数使

査） っている。 用されており、適正な履行

確認をしていなかった。

神奈川県立麻生総 平成 23 年 単位制による全日制の （指導事項）

合高等学校 １月 17 日 課程 総合学科 次のとおり誤りがあり、

（平成 22 事務処理が著しく不適切で

年 12 月１ あった。

日 職 員 調 １ 支出事務において、次

査） のとおり誤りがあった。

(1) 入場料の執行に当た

り、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律

に定められた対価の支

払の時期を超えて支払

っていた。

(2) 予期し得る経費を、

限度額を超えて立替払

で処理し、立替人から

の請求書のないまま支

払っていた。

２ 契約事務において、次

のとおり誤りがあった。

(1) 発注書に記載された

納入期限内に納入され

て い な い も の が あ っ

た。

(2) 分割納品された物品



について、物品検収要

領に基づいた納品検査

が 行 わ れ て い な か っ

た。

(3) 平成 22 年３月 31 日

付け会指第 102 号会計

局長通知に反し、執行

伺の決裁前に発注書を

送付していた。

３ 財 産 管 理 事 務 に お い

て、次のとおり誤りがあ

った。

( 1) 石 碑 の 設 置 に 当 た

り、教育財産の管理等

に関する規程に基づく

工作物台帳の補正が行

われていなかった。

(2) 町内会が電柱に取り

付けた防犯灯などにつ

いて、敷地内に許可な

く設置されているもの

を放置していた。

神奈川県立上鶴間 平成 23 年 全日制の課程 普通科 （指導事項）

高等学校 ３ 月 １ 日 次のとおり誤りがあり、

（平成 23 事務処理が著しく不適切で

年 １ 月 ６ あった。

日 職 員 調 １ 収入事務において、現

査） 金 領 収 し た 現 金 に つ い

て、神奈川県財務規則に

定められた納付期限を過

ぎて納付しているものが

あった。

２ 支出事務において、生

徒用検診器具の借入れに

当たり、適用すべき支出

科目を誤っていた。

神奈川県立平塚江 平成 23 年 全日制の課程 普通科 （指導事項）

南高等学校 １月 14 日 次のとおり誤りがあり、

（平成 22 事務処理が著しく不適切で

年 12 月８ あった。

日 職 員 調 １ 財 産 管 理 事 務 に お い

査） て、次のとおり誤りがあ

った。

( 1) 石 碑 の 設 置 に 当 た

り、教育財産の管理等

に関する規程に基づく



工作物台帳の補正が行

われていなかった。

(2) 町内会が電柱に取り

付 け た 防 犯 灯 に つ い

て、敷地内に許可なく

設置されているものを

放置していた。

２ 庶務事務において、対

外運動競技等の引率に当

たり、特殊勤務手当３件、

30,600 円が支給されてい

なかった。

神奈川県立厚木西 平成 23 年 全日制の課程 普通科 （指導事項）

高等学校 １月 13 日 財産管理事務において、

（平成 22 工作物の管理に当たり、教

年 12 月３ 育財産の管理等に関する規

日 職 員 調 程に基づく工作物台帳の補

査） 正が行われていなかった。

神奈川県立伊勢原 平成 23 年 全日制の課程 普通科 （指導事項）

高等学校 １月 14 日 定時制の課程 普通科 次のとおり誤りがあり、

（平成 22 事務処理が著しく不適切で

年 12 月２ あった。

日 職 員 調 １ 予算の執行において、

査） 物品の購入に当たり、平

成 22 年３月 31 日付け会

指第 102 号会計課長通知

及び物品検収要領に反し

て、執行伺の決裁前に発

注書を送付し、納品に伴

う検査も行っていた。

２ 財 産 管 理 事 務 に お い

て、敷地内に駐車禁止の

標識等が許可なく設置さ

れているものを放置して

いた。

(２) 指導事項及び要望事項が認められなかった監査実施箇所

監査実施箇所名及び所管区 監査実施日 所掌事務の概要

域

神奈川県横浜県税事務所 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月 14 日 （ 平 っている。



所管区域：横浜市中区及び 成 23 年 １ 月

西区 ６日及び７日

なお、個人県民税につい 職員調査）

ては横浜市全域を、狩猟税

については横浜市及び川崎

市全域を、県民税利子割、

県民税配当割、県民税株式

等譲渡所得割、地方消費税、

県たばこ税及び鉱区税につ

いては県内全域を、自動車

税及び自動車取得税に係る

滞納整理については東京都

を除く県外の区域を所管区

域としている。

神奈川県神奈川県税事務所 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月３日（平成 っている。

所管区域：横浜市鶴見区、 22 年 12 月 20
神奈川区及び港北区 日職員調査）

神奈川県保土ケ谷県税事務 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

所 月１日（平成 っている。

22 年 12 月 16
所管区域：横浜市保土ケ谷 日職員調査）

区、旭区及び瀬谷区

神奈川県麻生県税事務所 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月 25 日 （ 平 っている。

所管区域：川崎市多摩区及 成 23 年 １ 月

び麻生区 19 日 職 員 調

なお、自動車税及び自動 査）

車取得税に係る滞納整理に

ついては、東京都のうち稲

城市等、神奈川県県税条例

施行規則で定める区域を所

管区域としている。

神奈川県横須賀県税事務所 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月 10 日 （ 平 っている。

所管区域：横須賀市及び三 成 22 年 12 月

浦市 21 日 職 員 調

なお、ゴルフ場利用税及 査）

び軽油引取税については横

須賀市及び三浦市のほか、

鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、

逗子市、葉山町及び寒川町

を、狩猟税については、横



須賀市及び三浦市のほか、

鎌倉市、逗子市及び葉山町

を所管区域としている。

神奈川県厚木県税事務所 平 成 23 年 ２ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月２日（平成 っている。

所管区域：厚木市、愛川町 22 年 12 月 22
及び清川村 日職員調査）

なお、狩猟税については、

厚木市、愛川町及び清川村

のほか、相模原市、大和市、

海老名市、座間市及び綾瀬

市を所管区域としている。

神奈川県足柄上県税事務所 平 成 23 年 ３ 県税に係る賦課徴収に関する事務を行

月２日（平成 っている。

所管区域：南足柄市、中井 23 年 １ 月 21
町、大井町、松田町、山北 日職員調査）

町及び開成町

神奈川県温泉地学研究所 平 成 23 年 １ 温泉及び地下水の保護・開発並びに地

月 31 日 （ 平 震対策に必要な調査研究を行っている。

成 22 年 12 月

６ 日 職 員 調

査）

神奈川県立女性相談所 平 成 23 年 ２ 売春防止法第 34 条の規定に基づき、保

月 15 日 （ 平 護を要する女子等の相談に応ずるとと

成 23 年 １ 月 もに、必要な調査、医学的、心理学的

13 日 職 員 調 及び職能的判定並びに一時保護を行っ

査） ている。また、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律第３

条の規定に基づき、被害者の保護のた

めの相談に応ずるとともに、心身の健

康を回復させるための医学的及び心理学

的な指導、情報の提供並びに一時保護を

行っている。

神奈川県立公文書館 平成 23 年１ 公文書その他の記録で歴史資料として

月 28 日 （ 平 重要なものの収集、保存及び閲覧に供

成 22 年 12 月 すること並びにこれに関連する調査研

３ 日 職 員 調 究を行うとともに、県民に文化活動の

査） 場を提供するための事業を行っている。

神奈川県立かながわ県民活 平 成 23 年 ２ 県民の自主的で営利を目的としない社

動サポートセンター 月１日（平成 会に貢献する活動を支援するための施



22 年 12 月 21 設として、その活動の場を提供すると

日 及 び 22 日 ともに、交流促進、調査研究、情報提

職員調査） 供、ボランタリー活動の推進、災害ボ

ランティア拠点整備等の事業を実施し

ている。

神奈川県環境科学センター 平 成 23 年 ２ 良好な環境の確保に必要な試験研究、

月 18 日 （ 平 調査・指導等並びに環境保全の啓発及

成 22 年 12 月 び普及事業を行っている。

22 日 職 員 調

査）

神奈川県水産技術センター 平 成 23 年 ２ 相模湾における水産資源・漁況・海況

相模湾試験場 月２日（平成 の調査研究、漁具・漁法の改良開発等

23 年 １ 月 11 の水産工学分野の試験研究及び水産業

所管区域：相模湾沿岸区域 日職員調査） 改良普及業務を行っている。

神奈川県東部漁港事務所 平 成 23 年 ３ 三崎漁港の修築及び維持管理、漁港区

月７日（平成 域内の海岸保全及び国有財産管理、市

所管区域：鎌倉市以東の漁 23 年 １ 月 13 町管理漁港の修築等の指導を行ってい

港区域 日 及 び 14 日 る。

職員調査）

神奈川県横浜川崎地区農政 平 成 23 年 ３ 地域農政の推進対策、農業・畜産業の

事務所 月 15 日 （ 平 振興対策、土地改良事業、林業振興及

成 23 年 １ 月 び森林の保全に関する事業等を行って

所管区域：横浜市及び川崎 ５ 日 職 員 調 いる。

市 査）

神奈川県農業技術センター 平 成 23 年 ２ 都市近郊における農業経営の合理化、

月４日（平成 消費動向に応じた地域特産物の流通生

22 年 12 月６ 産技術等の開発及び農業環境の保全等

日及び７日職 の農業の改良発達に必要な試験研究を

員調査） 行っている。

神奈川県農業技術センター 平 成 23 年 ２ 茶、山菜、特産野菜等の栽培技術の研

北相地区事務所 月４日（平成 究開発及び北相地区における農業生産

22 年 12 月８ 等に関する技術・知識の普及指導を行

所管区域：相模原市 日職員調査） っている。

神奈川県農業技術センター 平 成 23 年 ２ 三浦半島地域における特産野菜等の栽

三浦半島地区事務所 月４日（平成 培技術開発及び効率的農地利用技術の

22 年 12 月９ 研究開発並びに農業生産等に関する技

所管区域：横須賀市、逗子 日職員調査） 術・知識の普及指導を行っている。

市、三浦市及び葉山町



神奈川県農業技術センター 平 成 23 年 ２ みかん、キウイフルーツ等の新品種の

足柄地区事務所 月４日（平成 育成及び栽培技術の研究開発、足柄地

22 年 12 月 10 区における農業生産等に関する技術及

所管区域：小田原市、南足 日職員調査） び知識の普及指導並びに県域の茶に関

柄市、中井町、大井町、松 する普及指導を行っている。

田町、山北町、開成町、箱

根町、真鶴町及び湯河原町

神奈川県農業技術センター 平 成 23 年 ２ 県内の畜産振興のための専門的な研究

畜産技術所 月４日（平成 をはじめ、牛、豚及び鶏の改良増殖業

22 年 12 月 14 務及び普及指導業務を行っている。

日職員調査）

神奈川県立フラワーセンタ 平 成 23 年 ３ 観賞植物等の収集、増殖、展示及び生

ー大船植物園 月 30 日 （ 平 産指導、園芸教室、園芸相談等を行っ

成 23 年 １ 月 ている。

７ 日 職 員 調

査）

神奈川県県央家畜保健衛生 平 成 23 年 ３ 家畜の伝染病予防等のための試験、検

所 月 15 日 （ 平 査及び指導並びに動物薬事等の指導を

成 22 年 12 月 行うとともに、家畜伝染病等の診断の

所管区域：横浜市、川崎市、 ６ 日 職 員 調 ためのウィルス・細菌検査、免疫学的

相模原市、横須賀市、鎌倉 査） 検査等を行っている。

市、逗子市、三浦市、厚木

市、大和市、海老名市、座

間市、綾瀬市、葉山町、愛

川町及び清川村

病性鑑定業務については県

下全域

神奈川県湘南家畜保健衛生 平 成 23 年 ３ 家畜の伝染病予防等のための試験、検

所 月 15 日 （ 平 査及び指導並びに動物薬事等の指導及

成 22 年 12 月 び検査を行っている。

所管区域：平塚市、藤沢市、 ７ 日 職 員 調

小田原市、茅ケ崎市、秦野 査）

市、伊勢原市、南足柄市、

寒川町、大磯町、二宮町、

中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町、箱根町、

真鶴町及び湯河原町

神奈川県平塚保健福祉事務 平 成 23 年 ４ 県民の保健・福祉の向上及び増進を図

所 月 13 日 （ 平 るための事業を行っている。

成 23 年 １ 月

所管区域：平塚市、大磯町 11 日 及 び 12



及び二宮町 日職員調査）

神奈川県小田原保健福祉事 平 成 23 年 ２ 県民の保健・福祉の向上及び増進を図

務所 月９日（平成 るための事業を行っている。

23 年 １ 月 11
所管区域：小田原市、箱根 日 か ら 13 日

町、真鶴町及び湯河原町（保 ま で 職 員 調

健・医療及び福祉政策の総 査）

合的な企画・調整について

は、南足柄市及び足柄上郡

の各町を含む。）

神奈川県大和保健福祉事務 平 成 23 年 １ 県民の保健・福祉の向上及び増進を図

所 月 28 日 （ 平 るための事業を行っている。

成 22 年 12 月

所管区域：大和市及び綾瀬 ２日及び３日

市 職員調査）

神奈川県立平塚看護専門学 平 成 23 年 ５ 看護師を志望する者に対し、必要な教

校 月 10 日 （ 平 育を行っている。

成 23 年 １ 月

５ 日 職 員 調

査）

神奈川県立さがみ緑風園 平 成 23 年 ２ 障害者自立支援法第５条第 12 項に規定

月２日（平成 する障害者支援施設として、障害者に

22 年 12 月 20 施設入所支援を行うとともに、入所支

日職員調査） 援以外の施設障害福祉サービスを行っ

ている。また、入園者の診療等を行っ

ている。

神奈川県食肉衛生検査所 平 成 23 年 １ 衛生的で安全な食肉・食鳥肉が消費者

月 27 日 （ 平 に供給されるよう獣畜・食鳥の検査、

成 22 年 12 月 と畜場・食鳥処理場等の衛生指導及び

１ 日 職 員 調 食肉・食鳥肉中の残留物質の検査事務

査） を行っている。

神奈川県動物保護センター 平 成 23 年 ２ 動物愛護に関する意識の高揚、動物の

月４日（平成 飼養の指導、取締り等に関する事務を

22 年 12 月 15 行っている。

日職員調査）

神奈川県かながわ労働セン 平 成 23 年 ２ 労働関係に関する指導、教育、調査等

ター 月３日（平成 の事務を行っている。

22 年 12 月 13
日職員調査）



神奈川県かながわ労働セン 平 成 23 年 ２ 労働関係に関する指導、教育、調査等

ター川崎支所 月３日（平成 の事務を行っている。

22 年 12 月 14
所管区域：川崎市 日職員調査）

神奈川県かながわ労働セン 平 成 23 年 ２ 労働関係に関する指導、教育、調査等

ター県央支所 月３日（平成 の事務を行っている。

22 年 12 月 15
所管区域：相模原市、厚木 日職員調査）

市、大和市、海老名市、座

間市、綾瀬市、愛川町及び

清川村

神奈川県かながわ労働セン 平 成 23 年 ２ 労働関係に関する指導、教育、調査等

ター湘南支所 月３日（平成 の事務を行っている。

22 年 12 月 15
所管区域：平塚市、藤沢市、 日職員調査）

茅ケ崎市、秦野市、伊勢原

市、小田原市、南足柄市、

寒川町、大磯町、二宮町、

箱根町、真鶴町、湯河原町、

中井町、大井町、松田町、

山北町及び開成町

神奈川県障害者就労相談セ 平 成 23 年 １ 障害者の就労促進を図るための相談及

ンター 月 28 日 （ 平 び指導の業務を行っている。

成 22 年 12 月

13 日 職 員 調

査）

神奈川県立平塚高等職業技 平 成 23 年 ２ 新規学校卒業者及び離転職者等に対し

術校 月９日（平成 て、職業に必要な基礎的知識・技能を

22 年 12 月９ 習得できるよう職業訓練を実施してい

日職員調査） る。

神奈川県立小田原高等職業 平 成 23 年 ３ 新規学校卒業者及び離転職者等に対し

技術校 月１日（平成 て、職業に必要な基礎的知識・技能を

23 年 １ 月 ６ 習得できるよう職業訓練を実施してい

日職員調査） る。

神奈川県立秦野高等職業技 平 成 23 年 ２ 新規学校卒業者及び離転職者等に対し

術校 月 15 日 （ 平 て、職業に必要な基礎的知識・技能を

成 23 年 １ 月 習得できるよう職業訓練を実施してい

７ 日 職 員 調 る。

査）



神奈川県横須賀土木事務所 平 成 23 年 ２ 道路、河川、砂防等の土木施設の維持、
月 10 日 （ 平 改良工事等の土木事業を実施している

所管区域：横須賀市、逗子 成 22 年 12 月 ほか、道路法、河川法、建築基準法、
市、三浦市及び葉山町 20 日 か ら 22 都市計画法等に基づく許認可事務等を

日まで職員調 行っている。
査）

神奈川県小田原土木事務所 平 成 23 年 １ 道路、河川、砂防等の土木施設の維持、
月 31 日 （ 平 改良工事等の土木事業を実施している

所管区域：小田原市、箱根 成 22 年 12 月 ほか、道路法、河川法、建築基準法、
町、真鶴町及び湯河原町 14 日 か ら 16 都市計画法等に基づく許認可事務等を

日まで職員調 行っている。
査）

神奈川県厚木土木事務所 平 成 23 年 １ 道路、河川、砂防等の土木施設の維持、

月 27 日 （ 平 改良工事等の土木事業を実施している

所管区域：厚木市、愛川町 成 22 年 12 月 ほか、道路法、河川法、建築基準法、

及び清川村 ６日から８日 都市計画法等に基づく許認可事務等を

ま で 職 員 調 行っている。

査）

神奈川県厚木土木事務所津 平 成 23 年 １ 河川、砂防、公園等の土木施設の維持、

久井治水センター 月 27 日 （ 平 改良工事等の土木事業を実施している

成 22 年 12 月 ほか、河川法、砂防法、都市公園法等

所管区域：相模原市 14 日 及 び 15 に基づく許認可事務等を行っている。

日職員調査）

神奈川県広域幹線道路事務 平 成 23 年 １ 国及び中日本高速道路株式会社が施行

所 月 18 日 （ 平 する広域幹線道路事業の整備促進を図

成 22 年 12 月 るための地元との調整、関係行政機関

所 管 区 域 ： 広 域 幹 線 道 路 ６ 日 職 員 調 等との調整並びに中日本高速道路株式

（第一東海自動車道、第二 査） 会社から委託を受け、広域幹線道路事

東 海 自 動 車 道 、 一 般 国 道 業の工事に関する用地の買収に伴う調

246 号バイパス（厚木秦野 査、測量、用地の買収、登記及び買収

道路)及び一般国道 468 号 に伴う地上物件の除却による補償を行

（ さ が み 縦 貫 道 路 ） に 限 っているほか、広域幹線道路事業に関

る。）並びに関連するイン 連するインターチェンジへのアクセス

ターチェンジへのアクセス 道路の新設及び改良を行っている。

道路及び広域幹線道路に付

随する施設

神奈川県立図書館 平 成 23 年 ３ 図書、記録その他必要な資料を収集し、

月 29 日 （ 平 整理保存して一般県民の利用に供し、

成 23 年 １ 月 教養、調査研究、レクリエーション等

20 日 職 員 調 に資するための事業を行っている。

査）

神奈川県立神奈川総合高等 平 成 23 年 ２ 単位制による全日制の課程 普通科

学校 月 25 日 （ 平



成 22 年 12 月

10 日 職 員 調

査）

神奈川県立港北高等学校 平 成 23 年 １ 全日制の課程 普通科

月５日（平成

22 年 12 月 14
日職員調査）

神奈川県立柏陽高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月７日（平成

22 年 12 月 20
日職員調査）

神奈川県立瀬谷西高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月２日（平成

22 年 12 月 21
日職員調査）

神奈川県立生田高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月７日（平成

23 年 １ 月 11
日職員調査）

神奈川県立百合丘高等学校 平 成 23 年 １ 全日制の課程 普通科

月 17 日 （ 平

成 22 年 12 月

１ 日 職 員 調

査）

神奈川県立相模田名高等学 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

校 月 25 日 （ 平

成 23 年 １ 月

７ 日 職 員 調

査）

神奈川県立麻溝台高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月７日（平成

23 年 １ 月 ５

日職員調査）

神奈川県立横須賀大津高等 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

学校 月 22 日 （ 平

成 23 年 １ 月

12 日 職 員 調

査）



神奈川県立鶴嶺高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月２日（平成

23 年 １ 月 13
日職員調査）

神奈川県立厚木北高等学校 平 成 23 年 ２ 全日制の課程 普通科

月２日（平成

23 年 １ 月 14
日職員調査）

神奈川県宮前警察署 平 成 23 年 １ 県民の生命、身体及び財産の保護に任

月 17 日 （ 平 じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑

所管区域：川崎市宮前区 成 22 年 12 月 者の逮捕、交通の取締りその他公共の

３ 日 職 員 調 安全と秩序の維持に当たっている。

査）

神奈川県藤沢警察署 平 成 23 年 １ 県民の生命、身体及び財産の保護に任

月 14 日 （ 平 じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑

所管区域：藤沢市の一部 成 22 年 12 月 者の逮捕、交通の取締りその他公共の

10 日 職 員 調 安全と秩序の維持に当たっている。

査）

神奈川県大和警察署 平 成 23 年 １ 県民の生命、身体及び財産の保護に任

月 13 日 （ 平 じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑

所管区域：大和市及び綾瀬 成 22 年 12 月 者の逮捕、交通の取締りその他公共の

市 13 日 職 員 調 安全と秩序の維持に当たっている。

査）

２ 平成 22 年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務、事業

の執行について監査を行った。

なお、必要に応じて前回監査実施後の平成 21 年度の財務に関する事務の執行及び経

営に係る事業の管理並びに事務、事業の執行についても監査の対象とした。

指導事項及び要望事項が認められなかった監査実施箇所

監査実施箇所名及び所 監査実施日 所掌事務の概要

管区域

神奈川県企業庁相模原 平 成 23 年 ３ 月 県営水道施設の維持管理、給水装置工事

水道営業所 23 日 （ 平 成 23 の審査・検査、量水器の点検、水道料金

年 １ 月 21 日 及 及び公共下水道使用料の徴収等の事務を

所管区域：相模原市緑 び 24 日 職 員 調 行っている。

区の一部及び中央区 査）

神奈川県企業庁藤沢水 平 成 23 年 ４ 月 県営水道施設の維持管理、給水装置工事

道営業所 １ 日 （ 平 成 23 の審査・検査、量水器の点検、水道料金



年 １ 月 17 日 及 及び公共下水道使用料の徴収等の事務を

所管区域：藤沢市 び 18 日 職 員 調 行っている。

査）


